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（４）その他 

 傍聴者  １名（評価提言者：丹藤） 

 会議の概要  別紙のとおり 

上記記録は事実と相違ないので署名する。  

 

 令和  年  月  日   

 

南幌町議会まちづくり特別委員長                



 １ 

第１６回南幌町議会まちづくり特別委員会会議録 

（R6.8.28 9：30～10：38） 

 

局長  ただいまより第１６回南幌町議会まちづくり特別委員会を始めてまいりま

す。開会に当たりまして、西股委員長から御挨拶をお願いいたします。 

西股委員長  皆さんどうもおはようございます。昨日からの雨がもっと降るのかな

と思ったら収まりまして、これから皆さん稲刈り等の準備のほうにどんどん入ってい

くのかなと思います。早い方では大雨の前に一部刈ったという方もいるんですけれど

も、大方は９月に入ってからなのかなというふうに思っております。本日につきまし

てはマニフェストの関係、アンケートの関係、それと町内現地視察について協議して

いくという内容にしております。皆さんの御意見をどんどん出していただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは本特別委員会は本日１日間の日程で行います。委員各位に申し上げます。

発言を行う場合には挙手をして、委員長の許可を受けてから発言してください。質問

は要点を簡潔明瞭に発言してください。また、私語は慎むようお願いいたします。な

お、効率的な議事の運営に努めてまいりますので、委員各位におきましても御協力を

お願いいたします。傍聴者にお願いいたします。私語や談笑などを慎み、本委員会の

運営に支障を来さぬよう傍聴規則を遵守して傍聴されますようお願いいたします。 

本日の出席人員は１０名です。なお、議長も出席していただいております。直ちに

会議を開会いたします。 

 

【報告事項】 

西股委員長  それでは協議事項に入ります前に、委員会協議の結果ということで、

各委員会からの報告をお願いいたします。総務常任委員会お願いします。 

熊木委員  総務常任委員会の報告をいたします。８月１９日に委員会を開催しまし

た。７月２４日に正副の委員長が参加して、町内の空き地の雑草調査をしました。そ

の現況について住民課から報告をいただいて、討議をしました。今後は１０月中旬に

また現地調査を予定しています。それで、７月下旬の段階で５件が未実施で、１件は

通知を出す宛所が不明という状況になっているということでした。今後やはりこうい

うこともどのようにしていったらいいのかということを、討議を重ねていきたいと思

っています。２番目は、今後の所管調査について話し合いました。それで、９月１８

日に西町町内会で自主防災についてカフェサロンの中でやるということで、参加をす

るようにしているんですけれども、ちょっと今比布町からの視察が入りましたので、

その辺の時間を割り振りしながらと考えています。それから、現地調査に向けて意見

も出し合いました。今回の現地調査の中にも載せられているんですけれども、このほ

かにリバーサイドパークゴルフ場もどうかという意見も出ましたけれども、それはす

る必要があるかどうかということもいろいろ意見が分かれました。あとはクレー射撃

場などのことも意見が出されました。 

それから今日なんですけれども、午後１時からＺｏｏｍによる委員会ということで、



 ２ 

今回テストだけということで、それぞれの場所に付いてやるということにしています。

以上です。 
西股委員長  続きまして、産業経済常任委員会お願いします。 

石川委員  先月のまちづくり特別委員会以降の話としましては、今月８月８日に

まず委員会を開きました。内容としましては、夕張太西団地の早期造成に関する請

願についてということで、この時には町側のほうから町長、副町長、それから担当

課から２人に来ていただくような形で、町側の意見を聞かせていただきました。委

員のほうからも様々な質問をしたところであったんですけれども、基本的に言う

と、先に町側のほうから全員協議会で説明を受けた話がほとんどの主軸であったと

いうようなことでありました。それをもとにしまして、次の委員会につなげるとい

うようなことで考えたところであります。２点目には、小規模企業振興に関する条

例の案についてということで、これは昨年の商工会のほうからの要望書で、条例制

定に向けての要望があったんですけども、それについて議会としてどんなものであ

るかというのを改めて調べ、勉強し直すというようなことで、資料をもとにして説

明を行ったところであります。町としましては、これを制定する方向にあるという

ようなことは聞いておりますので、議会のほうから議会提案するようなことはいた

しませんし、その状況を待つような形になろうかと思います。 

次に８月２０日に、また同じように産業経済常任委員会を開きました。その席で

は、夕張太西団地の請願について最終決断をするというようなことで、いろいろ案

件をかいつまんだ中で話をして、結論を得たところでございます。詳しいことにつ

きましては、後ほど説明させていただきます。以上です。 

西股委員長  続きまして、議会運営委員会のほうからお願いいたします。 

佐藤委員  議会運営委員会です。８月２０日に委員会を開催いたしまして、２点

ほど協議いたしました。１点目が、議員としゃべり場の実施に向けての話し合いを

いたしました。内容については後ほど協議事項のほうで述べさせていただきます。

それと２点目は、評価提言者会議に向けての話し合いをいたしました。皆さんＬＩ

ＮＥＷＯＲＫＳで発信されているので御存じだと思うんですけれども、９月１７日

に提言者との懇談会を１５時半から行わせていただきます。それに向けての打ち合

わせを９月５日に全議員対象で行って、勉強していきたいなというふうに思ってお

ります。それでこの日、当初は１３時３０分からの予定だったんですけれど、また

後ほど事務局のほうから連絡が来ると思いますが、時間を９時３０分からに変更さ

せていただきます。その９月５日の協議の時までに、皆様の机の上に議員報酬の適

正化に関する特別決議という、別紙１と書かれた資料があると思うんですけれど、

その資料をしっかり読んでいただいて、５日の日に向けていきたいなと思っており

ます。以上です。 

西股委員長  広報特別委員会からお願いします。 

細川委員  広報特別委員会では、８月２２日に第７回の委員会を開催しまして、

南幌町議会に関する町民アンケート調査についての会議を行っております。内容と

しては、最終的な案を作成しましたので、本日の協議事項の中で説明したいと思い

ます。 
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また、８月２０日なんですけれども、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修

会に私と富木係長の２名で出席しております。 

それから今後なんですけども、９月１２日に、本年度予定しております議会報告

懇談会について検討するということで、会議を行います。以上です。 

西股委員長  続きまして、一部事務組合は議長のほうからございますか。 

側瀬議長  道央廃棄物の記念式典が先般ありました。その内容としては、４月１

日から稼働は開始しているんですけど、７月に一度火を止めて中を点検して、異常

がないかを的確に調査して、異常なしということで晴れて記念式典が千歳市のホテ

ルで行われたと。立食でくす玉も割らせてもらったんですけども、そういう形でこ

れから１０年、２０年にわたって、まずは稼働が進んだということで皆さん方に報

告いたします。 

西股委員長  報告事項の関係の中で、何か質問等ありますか。（なしの声） 

なければ、次に協議事項のほうに移らせていただきます 

 

【協議事項】 

（１）議会マニフェストについて 

西股委員長  それでは協議事項の１番目、議会マニフェストについてです。この

関係につきましては、前回のまちづくり特別委員会の中で皆さんから案を出してく

ださいというようにお願いしたところ、全員から案が来ております。この中身を集

計させていただきまして、皆さんの御手元に配られている形で出させていただいて

おります。これを今日このまま検討するというのも非常に難しいのかなというよう

に思いますので、この辺のやり方について家塚副委員長のほうから説明させていた

だきます。 

家塚委員  皆さんの御手元に、まず２枚つづりのホチキスで留めたものと、あわ

せて西股委員長から出たもの、それと私からのものと、最後に議長の個人のマニフ

ェストが載っています。私と西股委員長以外の皆さんのマニフェストは、この２枚

の中にそれぞれ項目ごとに分けさせていただきました。それぞれ１から７の子育て

しやすいまちづくりまで、そして最後に活気ある議会があるまちづくりということ

で裏面に何点か出ています。皆さん自分の出したものが漏れていないかを確認をし

ていただきたいのですが、こんな形で整理をさせていただいたものと、あとは西股

委員長と私のものということです。これを全員の中で協議してまとめ上げていくと

いうのはなかなか大変なのかなということで、小さい会議体を持って、その中でま

とめ上げていったらどうかと思っています。そういうやり方がいいのかをまず皆さ

んにお諮りをいただいてということでお願いしたいと思います。 

西股委員長  今、副委員長のほうからこのマニフェストの案をもう少しまとめて

いくのに、小委員会を開きたいという形で提案がありましたが、この関係について

皆さんどうでしょうか。 

石川委員  そのような形でみんなのものを集計するのもいいんですけども、この

後西股副議長が出されたこの委員会毎にというのは、また別な形で審議していくと

いうように解釈してよろしいのでしょうか。それと連動するというようなことにな
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るのか、その辺りをお聞かせください。 

西股委員長  私の案ですか。それはまた連動というか、話し合った中での話にな

ると思います。 

石川委員  その次の段階ということですか。 

西股委員長  そうです。 

いかがですか。そのような形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

湯本委員  議会のマニフェストなので、ここはそれぞれ各議員の個別の政策で、

より細部というか具体的なものが出ているんですが、形として最終的にはどういう

ものをつくるという終着点というか、それぞれの議員で捉え方や政策もいろいろ違

ったりすると思うんですけど、一つ一つの個別政策を議会全体のマニフェストにし

てしまうということにはならないと思うので、大項目みたいな形を掲げるんです

が、その参考機能として使うということなんでしょうか。すみませんが最後のマニ

フェストの姿がちょっと見えないので。 

西股委員長  今考えている部分というのは、大項目を中心に考えていくという話

になると思います。皆さんからいただいた部分の中身をどういうふうに扱っていく

かということについては、その少数の中で検討していくということになります。終

着点うんぬんという形なんですが、これは細かい中からどれをやるのかと。議会と

して取り組むのかという内容についても、やはりそういうところで話し合っていく

ということになると思います。ですから全員の中でやるよりも、原案として今つく

る部分を少数の中でやっていきたいということで考えているわけです。よろしいで

すか。（はいの声） 

ということで、その形で進めるということにしましたので。 

家塚委員  それでは小会議体の中で揉んで案をつくって、また皆さんに諮って、

多分１回でいいですということにはなってこないだろうと。何回かのやりとりの中

で成案ができてくるのかなという感じはします。それでメンバーなんですが、まち

特の委員長の西股さん、それと私、副委員長の家塚の２人と、あとは委員長クラス

からお１人ということで、石川さん。それと今回改選もありましたので、若い議員

の中から星さんと、この４名で原案をつくらせていただきたいなというように思っ

ています。ただ、私も参加してつくり上げたいという方がいれば拒みませんので、

その辺はよろしくお願いをしたいと思います。以上です。 

西股委員長  今、私と家塚さんと石川さん、星さんということで４名の議員が提

案されたのですが、この件についていかがでしょうか。まず、石川さんはよろしい

でしょうか。（はいの声） 

星さんは了解していただけるでしょうか。（はいの声） 

そのほかで私も関わりたいという方がおりましたら、ぜひ参加していただければ

と思いますが、いかがですか。４人でよろしいですか。（はいの声） 

ではそういうことで進めますが、この頭になる方は家塚議員になりますので、ひ

とつよろしくお願いいたします。 
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（２）議会アンケートについて 

西股委員長  それでは次に、議会アンケートについてお願いします。 

細川委員  それでは別紙のほうに資料をつけてあります、南幌町議会に関する町

民アンケート調査の実施要領（案）についてまず御説明いたします。なお、アンケ

ート調査の様式のほうもまとめて説明しますので、よろしくお願いいたします。 

まず、実施要領ですけれども、１番の調査の目的は、今後の効率的な議会運営の

方向づくりを検討することを目的として実施いたします。２番の調査内容につきま

しては、①の回答される方から９項目を考えております。こちらについては後ほど

アンケート用紙でごらんいただきたいと思います。それから３番目、調査の方法な

んですけれども、調査対象は本町に住民登録をされている１８歳以上の方というこ

とで実施いたします。なお、配布方法なんですけれども、議会だよりの１１月号に

折り込みということで、Ａ３用紙の裏表１枚とするということで作成しておりま

す。これは町広報の配布時に議会だよりに折り込んで配布するという方法を検討し

ております。続いて調査依頼ですけれども、町内の各種団体等に議員が出向き協力

要請を行うということで、町内会の団体会議等がありましたら、そこへ議員のほう

から出向いて、アンケートについて協力をしていただきたいということで要請を行

いたいと考えております。続いて回答方法なんですけれども、回答方法は直接用紙

で回答ということで、これ一つで回収したいと思います。回収は役場正面玄関ホー

ル、保健福祉総合センターあいくる、生涯学習センターぽろろ、ふるさと物産館ビ

ューロー、夕張太ふれあい館の５か所で、設置したアンケート投函箱へ入れていた

だくという方式を検討しております。続いて４番目の調査期間ですけれども、本年

の１１月１日から１２月２０日までということで実施したいと考えております。５

番目の配布件数ですけれども、広報の配布枚数にあわせまして３，４００件という

ことで考えています。続いて６番目の回収目標ですけれども、先ほどの調査依頼も

行うということで、目標２０％いければなというように考えております。続いて７

番目の結果の公表ですけれども、町のホームページの中で公表するのと、議会だよ

りに折り込みで公表するということで、こちらのほうを来年の２月号で行いたいと

いうように考えております。 

それでは次のアンケート用紙のほうにいきたいと思います。まずアンケートなん

ですけれども、最初にアンケートの趣旨、目的を記入しまして、あとはご回答にあ

たってということで内容を記載しております。この中で投函箱の設置場所、それか

らアンケートの回答期限、それから公表について記載しております。次にアンケー

トの内容ですけども、まず１番の問１として、回答者の性別、それから問２として

年齢、問３に職業、次のページにいきまして、問４としまして、あなたは町議会議

員選挙の投票に行きますかということで回答を求めることと、その次に問４で３と

回答された理由ということで、全く行かないと回答された方はどうして行かれない

のかということをチェックしていただくような形で作成しております。続いて２番

の議会の活動についてなんですけれども、問１としてあなたは議会に関心がありま

すかということで、選択方式です。それから問１で３または４の、あまりない、全

くないという方に対して、複数回答可ということで７項目設けております。続いて



 ６ 

問２ですけれども、あなたは議会の情報をどのように得ていますかということで、

複数回答可ということでこちらにも１０個の項目を選択するような方式で行いま

す。問３では、あなたの意見や住民の声が町議会に反映されていると思いますかと

いうことで、５項目について選択方式で作成しております。なお、問３で３または

４と回答された理由ということで、こちらは複数回答可ですけども、４項目につい

て回答していただくような形で作成しております。それから次のページですけれど

も、３番の議会報告懇談会についてということで、問１ではあなたは議会報告懇談

会に出席したことがありますかという質問で、５項目について選択していただき、

問１で３または４のほとんど出席しない、全く出席しないという方に対して、４項

目から選択する形で回答を求める形式を取っています。なお、問２では開催回数や

方法、場所など改善すべき点があればお聞かせくださいということで、ここは自由

記述という形を取っております。続いて４番目は議会だよりについて、問１は、あ

なたは議会だよりを読んでいますかということで、こちらのほうは５項目で回答い

ただくような形を取っております。なお、問１で１または２と回答された理由とい

うことで、どのような内容をごらんになりますかということで、興味のある所を複

数回答可ということで選択いただくような形を取っております。それから、問１で

３または４と回答された理由ということで、こちらは見たことがあるがほとんど読

まない、全く読まないという方に聞いている内容となっておりまして、５項目とな

っております。それから５番目の議会ホームページについてということで、あなた

は町議会のホームページを見たことがありますかということで、５項目チェックを

いただくような形で回答をお願いしております。問２としまして、ホームページに

掲載または改善してほしい点はありますかということで、こちらは自由記載となっ

ております。次に４ページになります。６番目の議員定数についてということで、

問１、あなたは議員定数の１１人についてどう思いますかということで、４つから

選択していただくような形を取っております。それから問１を回答された理由とい

うことで、その結果、５項目の中からなぜそう思うのかという理由をつけていただ

くような形になっております。７番目、議員報酬についてということで、問１、あ

なたは議員報酬の月額１９万５，０００円についてどう思いますかということで、

５項目の中から選んでいただく形を取っております。なお、問１を回答された理由

ということで、複数回答可として５項目の中から選択していただく形を取っており

ます。続いて８番目、町議会議員の立候補についてですが、問１、あなたは町議会

議員に立候補しやすくするためには何が必要だと思いますかということで、７項目

についてチェックする形で回答を求めております。最後に９番目のその他ですけれ

ども、町議会に対するご意見やご要望、今後議会で取り組んでほしい課題等なんで

も結構ですので、お気づきの点がございましたら自由にご記入くださいということ

で、自由記載となっております。なお、議員個人への批判等はご遠慮くださいとい

うことで付け足しております。以上です。 

西股委員長  今、アンケートについて委員長のほうから説明があったわけです

が、この関係について何か御質問等ありませんか。 

側瀬議長  いいと思うんだけど、趣旨をもう少し明確にしてやったほうがいいの
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かなと。ちなみにこの回収率２０％とかは人には見せないんだよね。 

細川委員  実施要領は人には見せないです。これはあくまでも私たちの要領という

ことで。 

側瀬議長  まあ回収目標はそうであればいいし、あとはＡ３用紙１枚で入れてやる

のはいいんだけど、人によっては家で１件しか出さなくてもいいのかなと。書き方で

わかるんだけど、そういうふうに誤解を招くだろうから、あとはそれにコピーして、

人数分書いて出してくださいとかっていうのは必要じゃないかなと思って。あとは今

後の効率的な議会運営はわかるんだけど、なぜこんなことが今アンケートで必要なの

かというのは、やはりなり手不足だとかそういう部分について一言入れて、参考資料

にしたいということでやったほうがいいんじゃないのかなと。このままでいったら、

悪意を取ればだけど、ただ議員報酬を上げるためにやっているのかなというふうにし

か見えないし。そうではなくて、しっかりと議会を今後続けるためにどうするんだと

いうものを町民に考えてもらう文章が必要ではないのかなと思うので、文書を長くし

ろと言っているわけじゃなくて、何のためにといったらそういうことだから。自分は

そう思うんだけど、これでいいんだというのであればまた別だけど。 

西股委員長  今、議長のほうからお話があったのですが、この辺についてはどう

受け止めますか。今言ったなり手不足だとか、調査対象の関係についてもう少し記

載するというような内容で取り組めるかどうか。 

側瀬議長  こういう理由だからアンケートをするんだよというものがないと。 

細川委員  もし御意見がないようでしたら、今の議長の意見を参考にして主旨の

ほうを考えたいと思います。あとはコピーをつけてというところだったんですけど

も、一応配布件数が３，４００とは言っていますが、コピーをしてしまうと増えて

しまうので、それについては元を３，４００と捉えなくていいということですか

ね。パーセントの考え方が変わってきてしまうので。 

側瀬議長  ただ１枚だけと言ったら、家族で代表して出せばいいだろうという人

がいたら困るなというだけの話で、そんなことは多分ないと思うんだけど。後は必

要な枚数だけ各自コピーしてくださいぐらい言ったら、全員の回答が欲しいんだな

というのがわかるから。 

細川委員  わかりました。この回答に当たってのところに追加して入れたいと思

います。 

西股委員長  一つだけよろしいですか。期限が約１カ月半あるんだけども、これ

は何か理由があって１カ月半にしたんですか。 

細川委員  これはこの間に議会報告懇談会もありますし、そこでまたお願いする

んですけど、あとは行政区長会議も多分１２月の頭ぐらいにあるのではないかとい

うことで、その時にもお願いするような形で、一応１１月の時にも会議があれば話

はしたいんですけども、もし間に合わなければ１２月に再度お願いするような形を

取って、それでいくと２０日くらいかなと。本当は少し集計で厳しくはなるんです

けども、２０日に伸ばした経緯はあります。 

西股委員長  今言われている話だったら、この３，４００件にこだわっていない

ということですよね。行政懇談会だとかそういう所に行ってやるといったら、この
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３，４００というのは折り込みの話ですよね。 

細川委員  一応多めに印刷しておいて、例えば１１月２５日にやったとして、そ

の時に出されましたかと聞いて、出していないという人がいたらお願いするという

形です。ですので、大抵は多分世帯主の方が多めなのかなと思うんですけど、実際

のところ確かに確定はできませんよね。誰が出すかわからないので。 

西股委員長  実際から言ったら１１月末というか、自分は期間が短いほうが若干

いいのかなと思うんです。後ろに延ばしていったってただ忘れるだけの話なので。 

細川委員  当初はちょっと短めだったんですけど、先ほど言ったように１２月に

なりました。 

西股委員長  それはそれでやればいいだけの話なので。裏の話と表の話の違いだか

ら、このアンケートをお願いする部分については１１月いっぱいまでにお願いします

だとか、それでもいいので。そのあと例えばどこかの団体のほうに行ってお願いする

だとか、行政懇談会でやる時にお願いするといった時は、それはそれで別に日にちに

こだわらないでやってもらえば、その場で書いてもらってもいいだろうしと思うんだ

けども。多分最初の１、２週間でいっぺんに来たら、ほかは集まってこないと思うの

で。まあ、これは私の意見でございますので、その辺で皆さんどう思っているでしょ

うか。 
石川委員  とりあえず回収の日にちはやはり１１月いっぱいぐらいにして、でも

やはりまだその後の１カ月ぐらい余力があるよということで、もし出されていなか

ったら出してくださいという形の呼びかけはあってもいいんじゃないかと思うんで

すよね。あえてまたそこで印刷して配るというほどでもないのかなという気もしま

すから、そういった面でやはり１カ月という一つの単位で進めてはいいのではない

かなと思います。 

それともう一つ、実施要領の中で思ったんですけども、６番目の回収率目標の２

０％はわかりますけども、２０％以上であるべきだと思って、あくまでこういうふ

うに書いてしまうと、２０％だけであってそれ以上は要らないよというような形に

も解釈されるので、これは以上という表現が必要ではないかと思います。 

側瀬議長  この回収率のことは議員以外に見られるものではないので。だからは

じめから２０％なんて目標も要らないんだって。それを書くからおかしいんだか

ら。 

細川委員  今の日付の関係なんですけど、１１月３０日ということで決定してい

ただければ私どものほうはそれで進めたいと思います。一応委員会のほうでは少し

余力を持って１２月２０日ということにしたんですけれども、ここで決めていただ

ければそれで従いたいと思います。 

側瀬議長  そうやって言ったら、後々ある程度年度末までにたくさんものが重な

ってしまうから、早いものはぱっとやって、そして下手したら１１月末でいけば年

度内に集計はできるでしょう。みんな大変だし、何だかこれをするだけで議員活動

が終わってしまうし、多分中途半端になると自分は思っているけど。 

西股委員長  １１月末で日程的にいいのであれば、そういう形を取りたいのです

がいかがですか。（はいの声） 
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もしあれでしたら、提出期限はこの文章の中に入っているだけではなくて、前か

後ろか、どこかに大きく１１月末提出期限というふうに書いてあげればいいかなと

いうように思うのですが、まずそのところでよろしいですか。（はいの声） 

よければその内容で進めさせていただくということで、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

（３）町内現地視察の実施について 

西股委員長  それでは続きまして、３番目の町内現地視察の実施についてです。こ

れについては、９月３０日の午後、議会終了後に現地調査を行うということです。こ

れについては何人かからは候補地が出ているんですが、あまり候補地がなかったとい

うことで、以前から出ている部分をもじってつくってあります。今ここに出ている分

以外で、先ほど熊木委員長のほうからありましたリバーサイドパークゴルフ場も入れ

るなら入れるという形もあるだろうし、このほかに何か皆さんから候補とする場所が

あるかどうかを確認させていただきたいと思いますが、特にないですか。 

一番最初の雪捨て場の関係については、去年実際に見ているのですが、今動線工事

は９月までにほとんど終わってしまうんですかね。終わっているのであれば、そこを

やはり見ておいてもいいのかなというような感じで。 

側瀬議長  どちらにしたって中に入るわけにはいかないから、議員が見に行くと

いったって、ここだという場所さえわかれば十分だと思うんだよね。そしてもうみ

んなも知っていると思うんだけども、今までじん芥処理で置いておいた部分で、そ

こに雪を乗せて圧密はかけないから。ということは、入り口のほうは触らないと。

だからあそこに小屋が１件あるけど、行き帰りの道路が１本できるだけの話で、奥

にみんな雪を投げればいいから。 

西股委員長  とりあえず、雪捨て場は動線の確認だという考え方です。 

２つ目の高規格道路の進捗状況ですが、８線か９線から通って見ると、ちょうど

もう今舗装が出来上がってきていると。 

側瀬議長  ６線から見たほうがいいかな。６線から見たら、江別から舗装はもう

出来上がっていて、横の覆土を今やっている最中だからすごくきれいに見えるし、

そして南幌に向かってぐっと上がっていくから。中間で上がった所の低い所に行っ

たら、ただ何もわからないスタイルなので。江別の境界だから、あそこまで道路も

曲がってくるので。そして南幌に行って、長沼に行くには真っすぐだから、道路形

態がわかりやすいというか。あとは１５線の所で見るしかないと思うんだよね。ど

うやって降りるか、あそこが最大のネックだから。そして６線の所で見れば平面交

差だから、平らな所で車が行ったり来たりするのがどうなるかというのをしっかり

見ておいたら、南幌もわかるので。ただ１５線の所をただ通るだけで、ここに出入

口がつくとか、入口がどうなんだとか、車の中で停まって見るんじゃなくて、どこ

かずれてそれでやればいいのかなとは思って見ていたんだけど。 

西股委員長  １５線は前回も１回見て、また大分でき上がってきているので。 

側瀬議長  だけどあれでは全然わからないから。そして逆に言ったら、元の鶴城

の小学校の所まで行けば、新たな流れというのもわかるし。できた所を見ても仕方
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がないので。ただ、今一番懸念しているのは、いちい保育所の周り。あれもしっか

りと町に位置づけさせるように見ておかなければならないから。今ラッキーだとか

がもうできてしまうけど、そうしたらこの後ろが道路もなければ何もなくて、ただ

町の財産だから。これをやはり町に意識させるためにも、今後どういう計画を持っ

てくるんだって。お金がないと言うならできないだろうけども、やはりあそこも開

発をしなかったら、やはりいい場所だから。だから建ってしまって、ツルハがあっ

てラッキーがあってという表しか見ないけど、裏はどうなんだという話。自分も質

問してあるから、道路はつくりなさいということで、スポーツセンターの横には道

路が１本つくんだけど、その後もしっかりと将来的に見ておかなかったらだめだか

ら。 

西股委員長  土盛りしたり、何だかんだしてはいるんですけど。 

側瀬敏彦  そこでどうこうじゃないんだって。町に意識させるためには見ておか

なければだめだという話をしているので。ということは、開発が遅れるということ

だから、質問も入れてあるので。 

西股委員長  ということで、高規格道路の関係は６線、１７線の辺りで工事の進

捗状況を確認したらどうかということです。 

それと中央公園のほうは、はれっぱの外構工事が終わっているということの確認

と、大型ブランコの設置です。大型は４台ついているから大型なんだということで

す。 

次に第２浄水場の関係というのは、古い議員は見ているのですが、新規の議員が

見ていないのかなと。そういうこともあるので、第２浄水場はどうかなということ

です。 

側瀬議長  第２浄水場はいいんだけど、旧第２浄水場を今壊しているから、その

跡地利用をどうするんだとか。まあ決まっているんだけどね。長幌の議員だったら

みんなわかるけど、次にあそこに給水場を建てると。ということはあの円になって

いる水溜めを今度新しいものにして、まだ今そんなことをやったらもうとんでもな

いからできないけど、いずれはそこに建てて旧排水機場を潰すと。まあ、説明して

しまったら見に行く意味がなくなるんだけど。 

西股委員長  まあ、これは高橋さんのほうから提案していただいていた部分です

ので。 

そして５番目が旧南幌クレー射撃場の関係で、６番目が南幌温泉と周辺開発予定

地域を見たいという希望ですね。 

側瀬議長  町立病院も、今はいろんなことがあるからもう中に入れないから。 

西股委員長  これは案として出た分を出していますので。 

側瀬議長  いや、だけど大事なのさ。外周がもう来ているから。 

西股委員長  それと、準工業団地の造成工事状況、それと夕張太西団地の現況と

いうところ。それとドッグランと、みどり苑の改修工事。それとリバーサイド公園

と、今言われたいちい保育所の周りというような形ですが、この中でここは見なく

ていいだとかというのがあれば。 

湯本委員  ごめんなさい。９番の夕張太団地は自分が出したんですけど、ちょっ
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と違って、団地の現状を見るのではなくて夕張太の地域全体を見たいということな

んです。 

西股委員長  地域というのはどういう所を全部見るんでしょうか。 

湯本委員  請願なんかも出されている地域でしたし、夕張太の今の生活環境とか、

それから保育園とか小学校跡の廃校だとか、地域全体の暮らしや西団地の環境も含め

て、ちょっと現状を議会として押さえてはどうかということです。 
西股委員長  ということですが、御意見はありませんか。なければこの１３箇所と

いう形で、見る場所等はよろしいですか。（はいの声） 

ではどのような順序で回るかはまた検討させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 
 

（４）その他 

西股委員長  それではその他のほうに移ります。まず請願に対する対応について

ということで、産経の委員長からお願いいたします。 

石川委員  先ほどもお話ししましたけれども、８月２０日に産業経済常任委員会

を開きました。その席で、今回のこの請願について採択すべきか否かの採決を行っ

たところであります。審査に当たっては、請願が妥当であり、法令上行財政上実現

可能である場合には採択すると。また、実現不可能である場合には不採択という意

思決定をしたところでした。まず、審査のポイントとしまして、請願の妥当性につ

いてなんですけれども、団地造成から１０数年が経過する中で、学校や保育所、ガ

ソリンスタンド、郵便局などの生活インフラがなくなり、多大な不便が生じている

という住民の訴えにつきましては、住民の請願は十分理解できて、住民からの声が

上がるのは当然だということで、妥当であるとしました。それに対し、行財政上実

現可能かについては、町の財政推計を見てもここ２、３年が最も厳しく、早期着工

は財政的に厳しい、また難しいと。町が進めるみどり野団地の販売を優先する考え

に議会として賛同していることや、一定の目途がついた段階で検討するというよう

な町からの回答があったということも意見として出されました。その結果、委員会

採決としましては、この請願は不採択と決しました。ただ、住民が求める夕張太西

団地の市場調査、ニーズ調査を早期に実現すべきであり、夕張太地域の生活利便性

向上に取り組むべきとの意見が出されたところでありました。以上です。 

西股委員長  ということでございますけれども、この件について何か御質問等あ

りませんでしょうか。今後どのような流れで進んでいくのかという部分について、

事務局のほうからの説明していただいたほうがいいですかね。まあ定例会でやらな

ければいけないことなので、その部分をちょっとお願いします。 

局長  この後産経のほうで議長への報告を作成しまして、またそれを本会議で産

経から報告をして、議決を取るということになります。報告を受けての全員での議

決、採決ということで決まるということになります。 

側瀬議長  今委員長が言った、意見付託はできないんじゃないかなと。したらお

かしい話だから。賛成しているんだか反対しているんだか、わけがわからないし、

住民をごまかすようなそういう話にはならないと自分は思うけど。それを見て、今
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度は議員が全員でまた採決するから。その前にいろいろと忖度みたいなものがあっ

たみたいだから、そういうものを含めたらちょっと問題はあるんだけど、逆にこれ

以上やると、やはり議員で何かしなければならない状態が起きるかもしれないし。

やはり大事な採決の時に、いろんなことをやったら大きなことになるぞという話も

１回つけなければだめかなと思ったりもしているんだけど。 

西股委員長  今回の請願に対しては、やはり理由書だけは必要になってくると思

います。どうして不採択になったのかという理由は必ずつけなければならないと思

うので。 

側瀬議長  まあ中身的に、早期にやれというのも、町が結局はいろんな調査をす

るというのが何もしないから早くやってくれと言っているだけのことだから、何か

財政的にというのも、なら財政は誰が悪くしたんだという話で。その辺を変に偏っ

た流れではなくて、その理由は町のせいにさせたほうがいいんじゃないのかなと自

分は思っただけの話だから。産経の委員長もこれからしっかりと、その辺で人が迷

っている所に自分の意見言ったりいろんなことをすると、いろんなことが起きるぞ

というのはやはり今後あり得ることかもしれないので。その辺だけは考えてもらい

たいなと思います。 

熊木委員  今局長が今後の流れについて説明してくれて、そして私もこの間産経

の委員会を傍聴しました。それで、産経の中では採決をして、不採択ということに

なったということを報告しますよね。その上で議員全員で、産経以外の人も含めて

採決するんですよね。 

側瀬議長  そうです。 

熊木委員  わかりました。 

側瀬議長  どちらにしたって、町の事業を早くやってくれというだけの話だか

ら、あとはできないのは町が説明すればいいので。今回の問題は議員が責任を取る

ような話にはならないと思うから。 

西股委員長  ということで、よろしいでしょうか。（はいの声） 

ではその他の２つ目、しゃべり場の関係についてです。 

佐藤委員  議員としゃべり場で、前回議運の中で決まったことについてお伝えし

たいと思います。本日資料の準備ができなくて申し訳ございませんが、口頭で説明

させていただきます。 

開催日時としては、１０月４日、１０月７日の２日間でさせていただきます。開

催場所としてはあいくるのふれあいホールの入口付近です。周知方法としては、議

会だよりや広報、ホームページ、町の公式ＬＩＮＥ、公共施設や商業施設へのポス

ター提示という形にしております。それで人員配置なんですけれども、議長、副議

長を除いて４人体制で実施するということになりました。そして議長、副議長はオ

ブザーバーとして、別枠で参加していただくということになりました。また、４人

１組なんですけれども、その４人のうちの１人をキャップとして、現場の責任者と

して置くという形にしました。そして記録のほうなんですけれども、出席議員はも

うとにかく聞き役に徹しまして、町民からの意見とかに耳をしっかりと傾けて、町

民から出された意見は簡単に答えを出すのではなくて、まずしっかり聞いて、難し
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いところはオブザーバーとしていらっしゃる議長、副議長のほうにお聞きしたりと

か、そういう形でやっていきたいと思っております。それと細かいことなんですけ

れども、服装に関してはやはり皆さんが話をしやすい形で堅苦しくないように、背

広などというのではなく、作業着とかポロシャツを着て対応するという話になって

おります。 

それで割り振りなんですけれども、皆さんのほうにあらかじめメールで発信させ

ていただいたと思いますが、手持ちの資料の中に割り振り表がございます。１０月

４日のほうが、キャップが私になりまして、熊木議員、細川議員、星議員です。そ

して１０月７日の１３時から１５時までは、キャップとして熊木議員、そしてメン

バーとして加藤議員、家塚議員、高橋議員です。１０月７日の１５時から１７時ま

では、キャップに石川議員、メンバーとして佐藤、細川議員、湯本議員というよう

になっております。全日程私も出席させていただきたいなというように思っており

ます。ということで、一応概要として説明させていただきました。細かい実施方法

は次の議運の中で決めて、また皆さんのほうに周知していきたいというように思っ

ております。そのような形で進めさせていただきたいと思っております。 

西股委員長  今説明があったわけですけれども、この件につきまして皆さんのほ

うからの御意見等あればお聞きします。なければこのとおり行うということで、よ

ろしいですか。（はいの声） 

ではそのような形でひとつよろしくお願いしたいと思います。それと、野祭の関

係について議長から軽く聞いているんですが、これはいいですか。 

側瀬議長  集合は８時半で、午後の人は時間帯は言わないので、来てもらって、

午後は熊木さんと高橋君だよね。午前が西股、星、側瀬で、あとは終日ということ

で、担当場所については当日決めたいと思います。向こうにはお手伝いだから、そ

れなりの所につけてくださいという話をしてあるので、相手の出方もちょっと見た

いなというふうに思っていますので。あとは自分がちょうど知事のセミナーがある

ものだから、１１時半ぐらいに副町長とそちらに行って、何とか４時までには帰っ

て来られると思うので。その間しっかりと終日いる人にお願いをしたいなと思いま

す。 

西股委員長  では、そういうことでよろしいでしょうか。（はいの声） 

では事務局のほうからお願いします。 

議事係長  第３回定例会が９月２４日からになるのですが、９月２４日に給食の

試食を予定しております。例年９月議会の時にやっているかと思うのですが、今回

も同様に考えております。 

あとはこれからなんですが、決算審査特別委員会の質問の取りまとめをまた行い

たいと考えています。議案の配布が９月１７日ということで、その時にあわせて質

問の取りまとめを行いたいと思います。一応決特が２５日からになっておりますの

で、前日までの取りまとめということでよろしくお願いいたします。 

それから９月に入りましたら大空町と比布町ということで、また２回視察がござい

ます。傍聴される議員の方におかれましては、事務局まで御一報いただければという

ことでお願いしたいと思います。傍聴の人数も大体最大３人ぐらいがいいところなの
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かなということで考えておりますので、事前に連絡いただければと思います。 

側瀬議長  今度は会場を会議室にしたら。 

議事係長  ちょっと大空町のほうが取れなかったんですよね。比布町の方は取れた

のですが。 

西股委員長  ほかに何か皆さんのほうから御提案等あれば承りますが、なければ

終わらせていただいてよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは次回は９月２７日の午後から開催いたします。以上で終わります。 

お疲れさまでした。 

 

 

（午前１０時３８分 終了） 

 


